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（開示事項の経過） 

新株予約権（有償ストック・オプション）の一部譲渡承認に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、2024年４月17日付「募集新株予約権（有償ストック・オプシ

ョン）の発行に関するお知らせ」に基づき、2024年５月２日に発行いたしました第５回募集新株予約権（以

下、「本新株予約権」という）につきまして、本新株予約権を保有していない取締役１名に対する一部の譲

渡を承認することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

１．本新株予約権の内容 

  アトラグループ株式会社 第５回新株予約権 

取締役会決議日 2024年４月17日 

発行した新株予約権の割当対象者、人

数及び割当個数（株数） 

当社取締役 ４名 10,000個（1,000,000株） 

発行時における新株予約権の払込金額

の総額 

1,000,000円 

新株予約権の行使価格 本新株予約権１個当たり100円 

新株予約権の行使期間 2024年５月２日から2034年５月１日まで 

新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の

終期に至るまでの間に当社の時価総額（次式によって算

出するものとする。）が100億円を一度でも超過した場

合、本新株予約権を行使することができる。 

時価総額＝時価総額の算出日時点の東京証券取引所に

おける当社株式の普通取引終値×時価総額の算出日時

点の当社発行済株式総数 

② 上記①の条件にかかわらず、割当日から本新株予約権の

行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所にお
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ける当社普通株式の普通取引終値の１ヶ月間（当日を含

む21取引日）の平均値が一度でも行使価額に40％を乗じ

た価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべて

の本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなけ

ればならないものとする。 

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認

めない。 

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が

当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはでき

ない。 

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

2025年11月26日現在の新株予約権の保

有人数及び残存個数（株数） 

４名 10,000個（1,000,000株） 

＜内訳＞ 

 当社取締役 ３名 7,500個（750,000株） 

 退任者   １名 2,500個（250,000株） 

2025年11月27日付で新株予約権を譲り

受ける人数及び個数（株数） 

１名 2,500個（250,000株） 

＜内訳＞ 

 当社取締役 １名 2,500個（250,000株） 

2025年11月27日現在の新株予約権の保

有人数及び残存個数（株数） 

４名 10,000個（1,000,000株） 

＜内訳＞ 

 当社取締役 ４名 10,000個（1,000,000株） 

 

２．2024年４月17日に本新株予約権を発行した理由 

当社は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指す必要があると考えております。そのため、

より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、有償に

て本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権には、時価総額100億円を達成した場合にのみ行使ができ

るよう設計されております。また、当社株価が一定の水準を下回った場合において、残存するすべての本新

株予約権の行使を義務付ける旨の条件が設定されており、付与対象者である当社の取締役が株価変動リスク

を既存株主の皆様と共有するスキームとなっております。 

 

３．本新株予約権の譲渡を承認する理由 

 本新株予約権割当以降の本新株予約権保有者１名の取締役が、2024年７月31日付けで健康上の理由にて退

任したため、本来の役割や責任範囲が変動していることから、株価・業績向上に対する責任に応じたインセ

ンティブについて再考し検討いたしました。退任した取締役の役割や責任範囲については、2025年３月29日

の定時株主総会で執行役員１名を後任の取締役として選任しております。現在は、後任の取締役が引き続き

業績向上と株価向上に対する責任を担っていることから、その責任に応じてインセンティブを再配分するこ

とで、より一層株価・業績向上に寄与するものと判断いたしました。また、本新株予約権を再発行ではなく

譲渡となった理由としては、本新株予約権は一定条件を下回った場合の強制行使条件が付されているため放

棄ができないためであります。これらの観点から、上記のとおり、本新株予約権を保有していない取締役１

名に対する一部の譲渡を承認することといたしました。 



 

４．今後の見通し 

 本件による当社の業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


